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個人情報保護法改正、漏えい報告・本人通知義務化について (2022年5月13日）
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▮ 対策

▮情報源
個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/

・ソフトウェアアップデート 脆弱性対策
・初期パスワードの見直し
・ウイルス対策ソフトの更新確認 ネットワーク全体のセキュリティ対策
・在宅勤務やテレワークへの対策
・上司もしくは社長への報告体制の確認
・データのバックアップ
・外部からのサイバー攻撃の対策、内部の情報管理の見直し
・USBメモリの管理、持ち出すデータの確認や取扱の見直し

令和4年4月1日から、個人データ
の漏えい等が発生し、個人の権利
利益を害するおそれがあるときは、
個人情報保護委員会への報告及び
本人への通知が義務化されました
不注意、故意による漏えい、
サイバー攻撃による被害などを
想定して、対策および対処方法の
ご確認を！

出典 漏えい等の対応とお役立ち資料 ｜個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/leakAction/報告対象となる事態

出典 改正個人情報保護法 特集 https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/

動画 政府インターネットテレビ 個人データの漏えい等事案と発生時の対応について
https://www.ppc.go.jp/news/kaiseihou_feature/roueitouhoukoku_gimuka/

(１)～（３）は、件数に関わりなく漏えい報告・本人通知対象
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